
「湯沢市出前講座」は、市民のみなさんが主催する学習会等に、市の職員が講師として出向き

市の取り組みや暮らしに役立つ情報などを分かりやすく紹介する生涯学習の支援事業です。

ご希望のメニューを選び、自主的な学習活動や仲間づくり、地域づくりにご活用ください。

市民の皆さんの生涯学習をお手伝いします

【お申込み・お問合わせ先】 湯沢市生涯学習推進本部
湯沢市教育委員会事務局生涯学習課

〒012-8501 湯沢市佐竹町 1 番 1 号

電話 0183-73-2163（直通）  FAX 0183-72-8515 

e-mail k-shakai-gr@city.yuzawa.lg.jp

出 前 講 座

【出前講座に関する市ホームページ】

https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/84/720.html

◆ ご利用のルール ◆

１．土日、祝日を問わず、午前１０時から午後９時までの間の２時間以内で実施します（１２月２８日～１月４日は除きます）。
※講座担当課の業務の都合により、ご希望に添えないことや日時の変更をお願いする場合があります。

２．会場は、申込団体でご用意ください。

３．市内に在住・勤務・在学している人で構成される、おおむね１０人以上の参加が見込まれる団体が対象です。

４．メニューや申請書は、生涯学習推進本部、生涯学習センター及び地区センターに備え付けています。

  湯沢市ホームページからもダウンロードできます。
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出前講座メニューから希望する講座をお選びください。

内容や希望の日時等について、お気軽にご相談ください。〇選ぶ

ご希望日の３週間前までに、申請書をご提出ください。

メールやＦＡＸによる申込みも可能です。〇申込

申込団体（グループ）と市講座担当課との間を、湯沢市

生涯学習推進本部が仲介し、内容や日程等を調整します。

開催が決まったら、「出前講座実施承認決定通知書」を

お送りします。

〇調整

講座担当課の職員が、会場へ出向いてお話しします。

講座によっては、プロジェクターなどを持ち込んで行い

ます。
〇開催

講師料

無料

湯沢市出前講座

メニューにない内容でも、ご希望をお聞きして

可能な限りメニューを調整します。

生涯学習推進本部へお気軽にご相談ください。


